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１ 敬老行事の趣旨 

 老人福祉法第５条の規定の趣旨及び国民の祝日に関する法律第２条に規定する敬老の日

の趣旨にのっとり、多年にわたり社会に尽くしてこられた高齢者を敬愛し、長寿を祝うため

実施します。 

 

老人福祉法 

第5条 国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活

の向上に努める意欲を促すため、老人の日及び老人週間を設ける。 

2 老人の日は ９月15日とし、老人週間は同日から同月21日までとする。 

3 国は、老人の日においてその趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとし、国及び地方

公共団体は、老人週間において老人の団体その他の者によってその趣旨にふさわしい行事が実施さ

れるよう奨励しなければならない。 

 

国民の祝日に関する法律 

第2条 「国民の祝日」を次のように定める。 

   （中略） 

   敬老の日 ９月の第３月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 

   （以下略） 

 

 

２ 行事の委託 

 身近な地域で敬老行事を実施するため、市内各地区にこれを委託し、地域における次の諸

団体の協力のもと、それぞれの地区に応じた行事を実施します。 

(1) 小田原市各地区自治会 

(2) 小田原市各地区民生委員児童委員協議会 

(3) 小田原市各地区社会福祉協議会 

(4) 小田原市立各小中学校 

(5) 小田原市各地区公民館 

(6) 小田原市各地区婦人団体 

(7) 小田原市各地区子ども会 

(8) その他関係団体 

 

３ 行事の対象者 

 令和６年（2024年）９月15日まで本市に引き続き３か月以上居住している方のうち、昭和

23年（1948年）４月１日までに生まれた方。 

 対象者数 28,598人（令和６年７月17日現在） 

 

４ 委託料 

 上記対象者１人につき1,200円の委託料を各地区敬老行事実施団体に交付します。 
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５ 市の祝金品 

(1) 敬老祝品（令和６年７月17日現在） 

①市内最高齢の方 

品 目 特別祝品（本人希望の品） 

 女性 （大正３年（1914年）11月生まれ、109歳、栄町） 

 

②88歳の方 

品 目 クオカード（3,000円分） 1,137人 

 

③結婚70年・60年を迎えた長寿夫妻 

品 目 祝状及び祝品 

対象者 結婚70年を迎えた夫妻  ５組 

  結婚60年を迎えた夫妻   199組 

 

(2) 100歳に達した方へのお祝い（令和６年４月１日時点） 

  100歳のお誕生日を迎えられた方に、市から祝金と祝状を贈呈しています。 

令和６年度の対象者 祝金額 該当者数 

100歳の方（大正13年４月２日～大正14年４月１日に生まれた方） 金30,000円 85人 

 

 

 

６ 参考 

 ・老年人口比率（総人口に占める65歳以上人口の割合） 

（令和６年１月１日現在） 

 
総 人 口 65歳以上人口 老年人口比率 備 考 

国 124,143千人 36,209千人 29.2％ 総務省統計局 

本市 187,040人 57,548人 30.8％ 小田原市 

 

 ・日本人の平均寿命（簡易生命表、厚生労働省） 

 男性 女性 

令和４年（2022年）調査 81.05年 87.09年 

令和５年（2023年）調査 81.09年 87.14年 

 

 ・本市の老人クラブの現況（令和６年４月１日現在） 

クラブ数 90 クラブ 

会 員 数 4,037人 












